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   季節労働者対策の強化を求める要望意見書 

 

昨年の世界的な金融・経済危機に端を発した日本経済の急速な後

退によって、雇用・失業情勢は一段と厳しい状況にあります。北海

道内においても倒産などによる失業が増大しており、本州で職を失

った労働者が少なからず北海道に帰ってきています。 

同時に、季節労働者の実態も深刻です。季節労働者の冬期間の雇

用と生活を支えてきた冬期技能講習など国の季節労働者冬期援護制

度が廃止され、雇用保険法の特例一時金が「４０日分」に削減され

ました。季節労働者は、わずか２０万円前後の特例一時金だけで厳

寒の３～４か月を生活しなければならないという、生存さえ危ぶま

れる深刻な事態となっています。健康保険や年金の保険料を払えな

い季節労働者が増えており、命と老後を脅かしています。 

政府・厚生労働省は２００７年度から「通年雇用促進支援事業」

などを実施していますが、予算規模が少なく、労働者の「所得保

障」にかかわるものは認められないため、有効な対策となっていま

せん。 

「通年雇用化」は当然必要なことですが、昨年は建設業で季節労

働者（短期特例被保険者）が対前年比１万人以上減少し、今年もさ

らに５千人以上が減っているという雇用保険統計に示されているよ

うに、現下の厳しい雇用情勢のもとでは冬期間の雇用がないばかり

か、年間を通じての失業が広がっています。 

抜本的な雇用・失業対策が求められている今、季節労働者対策に

おいても政府が、次の必要な措置を講ずるよう要望します。 

記 

１ 雇用保険法を再改正して、特例一時金を、さしあたり「５０日

分」に戻すこと。 

２ 政府の雇用対策の予算を大幅に増額するとともに、季節労働者

対策を含めて、地域の実情に即して活用できるようにすること。 

３ 「通年雇用促進支援事業」について、季節労働者の実態に即し



た抜本的な改善・拡充をはかること。 

４ 冬期援護制度の復活をふくめて、季節労働者の冬期の失業に対

する公的就労事業制度の創設や所得保障を行うことなど、新たな

対策を講ずること。 

５ 雇用を増やし、地域経済を下支えする生活密着型の公共事業を

拡大するとともに、政府として地方自治体の財源確保措置を講ず

ること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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